
 

 

 

   情 個 審 第 ７ 号 

令和５年６月２９日 

  

茨城県知事 大井川 和彦 殿 

 

茨城県情報公開・個人情報保護審査会    

委員長 古屋 等    

 

行政文書不開示決定に対する審査請求について（答申） 

 

令和４年８月２９日付け資循諮問第２号で諮問のありました下記事案について、別紙の

とおり答申します。 

 

記 

 

 「新産業廃棄物最終処分場の整備に係る一部の住民説明会において司会役を担った特定

の個人の発言内容」不開示決定（存否応答拒否）に係る審査請求事案 

 

（情報公開諮問第２０２号） 

（情報公開答申第１７４号） 
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第１ 審査会の結論 

実施機関が行った不開示決定（存否応答拒否）は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 行政文書の開示請求 

令和３年９月１０日、審査請求人は、茨城県情報公開条例（平成１２年茨

城県条例第５号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、茨城県知

事（以下「実施機関」という。）に対し、次に掲げる内容の行政文書の開示

の請求（以下「本件開示請求」という。）をした。 

 

県民生活環境部廃棄物対策課 新最終処分場整備室 所管「新産業廃棄物

最終処分場の整備について 住民説明会」（６／２１～８／３０）のうち、

○○○○の質疑応答の録音記録の中で、説明会の司会役を担った、○○○

○氏（以下「特定の個人」という。）の発言部分 

 

２ 実施機関の決定及び通知 

令和３年９月２７日、実施機関は、本件開示請求に係る行政文書の存否を

答えること自体が、特定の個人の住民説明会への参加の有無を開示すること

となり、条例第７条第２号の規定により不開示とすべき情報を開示すること

になるので存否を答えることはできないが、仮に存在するとしても、同号の

規定により不開示になる文書であるとして、条例第１０条の規定により、そ

の存否を明らかにしないで不開示決定を行い、同日付け資循指令第８号によ

り、審査請求人に対し、通知した（以下「本件処分」という。）。 

 

３ 審査請求 

令和３年１２月２７日、審査請求人は、本件処分の取消しを求めて、行政

不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に

対し、審査請求（以下「本件審査請求」という。）を提起した。 

  

４ 本件開示請求に関連する過去の開示請求等 

（１）本件開示請求に関連する開示請求 

   令和２年１０月１２日、審査請求人は、条例第５条の規定に基づき、実

施機関に対し、次に掲げる内容の行政文書の開示の請求（以下「関連開示

請求」という。）をした。 

 

   県民生活環境部廃棄物対策課 新最終処分場整備室 所管「新産業廃棄

物最終処分場の整備について 住民説明会」（６／２１～８／３０）質

疑応答の録音記録（議事録等の文字データも含む） 
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（２）関連開示請求に対する処分 

  ア 令和２年１０月２０日、実施機関は、関連開示請求に係る開示決定等

の期間を６０日間に延長する旨の決定を行い、同日付け廃対第１５７９

号により、審査請求人に対し、通知した。 

  イ 令和２年１２月１４日、実施機関は、関連開示請求について、「「新

産業廃棄物最終処分場の整備について 住民説明会」（６／２１～８／

３０）議事録」を行政文書として特定の上、行政文書部分開示決定処分

を行い、同日付け廃対指令第１１０７号により、審査請求人に対し、通

知した（以下「関連部分開示決定処分」という。）。 

  

第３ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

  本件処分を取り消し、○○○○○を除く、質疑応答の終了後の発言も含め、

全部開示をするよう求める。 

 

２ 審査請求の理由等 

  審査請求人の審査請求書及び反論書における主張は、おおむね次のとおり

である。 

（１）審査請求書における主張について 

ア 条例第７条第２号の非該当性について 

「存否を応えること自体が、特定の個人の住民説明会への参加の有無

を開示することとなり」とあるが、議事録に「  司会のもと、  が

作成した次第により進行」、また、「  が整理したレジメ」とあるよ

うに、  は、特定の個人であることが衆知の事実である。 

このように、同氏は、県主催の住民説明会の司会役を担うばかりでな

く、説明会次第も作成し、説明会の進行も担った。 

質疑応答の方向性をもリードしたことは、議事録からも明らかである。 

市内４０回行われた説明会のうち、○○○○○○○○○○○○だけは、

実際の主催が、○○○○○○○○○○○○○○○○  、すなわち、特

定の個人である特異な形式で進行された。 

よって、○○○○○は別として、特定の個人は、公的立場といえる公

人であり、個人情報保護法による保護対象者ではない。 

イ 条例第１０条の非該当性について 

「存否を応えること自体」に関しては、行政として真摯な対応に欠け

るものと苦言を呈する。 

開示された議事録には、発言者として、〇：住民、●：県、□：事業

団、市（日立市役所所員）の記号が明示されており、それら以外に表示
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されている記号■で、司会役の発言が、現に、議事録に存在しているの

が実際である。 

 

（２）反論書における主張について 

ア 条例第７条第２号の非該当性について 

実施機関が弁明書において主張する「公にすることが必要であると認

められる情報とは認められない」という認定及び「公務員等ではない」

という認定には、誤りがある。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○でもある。 

平成○○年に、○○○○○○○○○○○○○へ変更となっているが、

日立市○○○○○○○○○○○○○○の管理下にある、いわゆる準公務

員、すなわち、「公務員等」と認識すべき社会的役職にある。 

特に、今般の住民説明会での役割や住民に対する処置の実際から、○

○○○○○○○○○○○○は、県に準じる以上の利益享受を希求しうる

と言われかねない役割を担っていると認識すべきであり、その責任者が、

特定の個人である。 

実施機関の弁明書における主張には、「特定の個人を識別することが

できるもの」とあるが、現に、識別できるものを開示していることを認

め、もし、他の自治会役員の発言があれば、それを除いて、再度明確に

すべきである。 

イ 条例第１０条の非該当性について 

○○○○議事録に「３出席者 ○○○○○○○○○  、  、４内

容 ・  司会のもと、  が作成した次第により進行」とあるように、

  は、特定の個人であることが衆知の事実である。 

このように、特定の個人は、県主催の住民説明会の司会役を担うばか

りでなく、説明会次第も作成し、説明会の進行も担った。質疑応答の方

向性もリードしていたことは、議事録からも明らかである。 

実施機関の弁明書における主張には、「仮に存在するとしても」の文

言があるが、氏名を明示せずとも、現に存在しているものについて、存

在しているかどうかの判断を曖昧にすることは許されない。 

ウ その他の主張について 

日立市内において４０回行われた説明会のうち、○○○○○○○○○

○○○だけは、実際の主催が○○○○○○○○○○○○○であるという

特異な形式で開催された。 

また、住民に対する処置については、令和○年○月○○日に○○○○

○○○○において発生した事案からも明らかである。 

住民説明会は４０回開催されたが、市民全体に対するものは２日４回

と非常に少なく、さらに、日立市内２３学区のうち４学区（○○○○が
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２５回、○○○○が５回、○○○○・○○○○がともに３回）と偏った

地域に限定されたものであった。 

計画の実態を深く知りたいと思う他学区の市民としては、説明対象と

なる住民が限定されていても、席が空いていれば参加して、説明と質疑

応答を聞きたいと思うことは当然の権利であり、質疑の制限はあっても、

それを許可することは常識の範囲である。 

現に、○○○○以外の○○○○・○○○○会場では、○○○○○○○

○○○○○○○や県の係員の参加も認めていた。 

ところが、○○○○における説明会では、責任者である特定の個人は、

空席があっても、市議会議員も含めて参加を認めず、市の施設である交

流センターからの退去を要求できないとみて、「ロビーで聞け」と会場

への入室を拒否した。 

それにやむなく従っていたが、○月○○日には「会場は沢山蚊遣りが

あったが、夕方に蚊遣りのない外で聞けとは、人権侵害である」と訴え

て、多数の空席がある会場に入った市民を、県にも○○○○への断りも

なく、いきなり警察を呼んで排除するという暴挙に出た。 

このことについて、日立市へクレームを申し入れたところ、特定の個

人は、市に対する申し開きで、「○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」と非を認めない始

末であり、○○○○○○○○○の役割を逸脱していたと言わざるを得な

い。 

 

第４ 実施機関の主張の要旨 

実施機関の弁明書における主張は、おおむね次のとおりである。 

１ 本件開示請求に係る行政文書 

本件開示請求に係る行政文書は、仮に存在するとすれば、○○○○の住民

説明会における特定の個人の氏名、役割及び発言内容が記載された録音記録

を用紙に出力したものである。 

 

２ 本件処分の理由 

（１）本件処分の妥当性について 

本件開示請求及び関連開示請求に共通する「新産業廃棄物最終処分場の

整備について 住民説明会」とは、県において、日立市諏訪町地内に整備

することとした公共関与の産業廃棄物最終処分場整備についての県主催に

よる日立市民を対象とした住民説明会（以下「住民説明会」という。）で

ある。 

審査請求人は、関連部分開示決定処分に係る行政文書の一部の不開示部

分について、特定の個人であることは周知の事実であり、司会進行や資料
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作成、質疑応答の方向性をリードしていたことは議事録からも明らかであ

る旨の主張（以下「本件主張１」という。）をしている。 

また、審査請求人は、○○○○における住民説明会の実際の主催者が○

○○○○○○○○○○○○○○である特定の個人であることから、特定の

個人は公的立場といえる公人であり、個人情報保護法による保護対象者で

はない旨の主張（以下「本件主張２」という。）をしている。 

以上により、審査請求人は、本件処分における開示しないこととした理

由には正当性がなく、本件処分の取消しを求めていることから、以下、不

開示の該当性について述べる。 

ア 条例第７条本文について 

審査請求人は、本件主張１のとおり主張しており、これは、審査請求

人が過去に交付を受けた関連部分開示決定処分に係る行政文書と、審査

請求人が住民説明会へ参加するなどして自ら知り得た情報とを照らし合

わせて推察した主張であると推測するが、何人に対しても等しく開示請

求権を認める一般的な情報公開制度の下では、開示請求者が何人である

かによって、また、個別的事情によって、対象行政文書の開示・不開示

の判断が変わることはない。 

また、審査請求人は、本件主張２のとおり主張しているが、条例第７

条本文において、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に

係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）

のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政

文書を開示しなければない。」と規定されており、行政文書は原則開示

すべきであることが定められているとともに、条例における不開示情報

に該当する情報は、不開示とすることが適当である。 

イ 条例第７条第２号の該当性について 

（ア）条例第７条第２号では、個人に関する情報（事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生

年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することができな

いが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ

るものは、同号ただし書アないしウに該当する場合を除き、不開示情

報に該当する旨規定されている。 

（イ）本件開示請求は、特定の個人の氏名を記載した上で、特定の個人の

発言内容の開示を請求するものであることから、本件開示請求に係る

行政文書が仮に存在するとしても、当該文書は、個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができるものであるため、同号本

文に該当する。 
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（ウ）続いて、同号ただし書部分の該当性についてであるが、本件開示請

求に係る行政文書が仮に存在するとしても、法令により又は慣行とし

て公にされ、又は公にすることが予定されている情報ではないことか

ら、同号ただし書アに該当しない。 

（エ）また、本件開示請求に係る行政文書が仮に存在するとしても、○○

○○の住民説明会における特定の個人の氏名、役割及び発言内容が記

載された録音記録を用紙に出力したものであり、人の生命、健康、生

活又は財産を保護するため、何人に対しても公にすることが必要であ

ると認められる情報とは認められないことから、同号ただし書イにつ

いても該当しない。 

（オ）さらに、特定の個人は、○○○○○○○○○○○○○○○であるが、

同号ただし書ウに規定されている公務員等ではないことから、同号た

だし書ウについても該当しない。 

（２）条例第１０条（行政文書の存否に関する情報）の該当性について 

ア  条例第１０条では、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が

存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなる

ときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開

示請求を拒否することができると規定されている。 

イ  本件開示請求に対して、当該文書の存否を明らかにした上で、存在し

ている場合は不開示を通知し、存在しない場合は存在しない旨を通知す

ると、結果として、特定の個人の住民説明会への参加の有無を開示する

こととなる。 

このような情報は、特定の個人に関する情報であるため、条例第７条

第２号に該当するので、本件開示請求に係る行政文書は、条例第１０条

により、当該文書の存否を明らかにせず、本件開示請求を拒否すべき文

書である。 

 

３ 結論 

以上により、本件処分には、違法又は不当の点はない。 

 

第５ 審査会の判断 

当審査会は、本諮問事案について審査した結果、次のように判断する。 

１ 本件処分に係る行政文書について 

本件処分に係る行政文書は、仮に存在するとすれば、県民生活環境部廃棄

物対策課新最終処分場整備室所管「新産業廃棄物最終処分場の整備について

 住民説明会」（６／２１～８／３０）のうち、○○○○の質疑応答の録音

記録の中で、説明会の司会役を担った特定の個人の発言部分が分かる文書

（以下「本件行政文書」という。）であると認められる。 
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２ 本件処分の妥当性について 

（１）条例第７条第２号該当性について 

ア 条例第７条第２号においては、個人に関する情報であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する

おそれがあるものについて、不開示情報としつつ、同号ただし書アない

しウに該当する情報については、不開示情報から除くこととされている。 

イ これを本件についてみるに、本件開示請求は、特定の個人の氏名が明

記された上で請求がされており、仮に本件行政文書が存在しているとす

れば、特定の個人の住民説明会の参加の有無や、仮に参加していた場合

におけるその発言内容（以下「本件存否情報」という。）が明らかにな

るということができる。 

したがって、本件存否情報は、個人に関する情報であって、特定の個

人を識別することができるものであると認められることから、条例第７

条第２号本文に該当する。 

ウ 次に、本件存否情報が、条例第７条第２号ただし書のアないしウに該

当するか否かについて検討することとする。 

（ア）まず、本件存否情報は、公にされ、又は公にすることが予定されて

いる情報ではないことから、同号ただし書アには該当しない。 

（イ）また、本件存否情報については、人の生命、健康、生活又は財産を

保護するため、公にすることが必要であると判断すべき特段の事情が

あるとは認められないことから、同号ただし書イにも該当しない。 

（ウ）さらに、特定の個人が同号ただし書ウに規定する公務員等である事

実は認められないことから、本件存否情報は、同号ただし書ウにも該

当しない。 

エ 上記ウ（ア）ないし（ウ）のとおり、本件存否情報は、条例第７条第

２号ただし書のアないしウに該当しない。 

よって、本件存否情報は、同号の不開示情報に該当すると認められる。 

（２）条例第１０条該当性について 

条例第１０条においては、開示請求に係る行政文書が存在しているか否

かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、

当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することが

できるとされている。 

これを本件についてみるに、上記（１）のとおり、本件存否情報は、条

例第７条第２号の不開示情報に該当するところ、本件行政文書が存在して
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いるか否かを答えるだけで、同号の不開示情報に該当する本件存否情報を

開示することとなることが認められる。 

よって、実施機関が、条例第１０条の規定により本件行政文書の存否を

明らかにしないで行った本件処分は妥当であると認められる。 

 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張については、本件処分に係る判断に影響を及ぼ

すものではないと判断する。 

 

４ 結論 

以上により、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

本件審査請求に係る審査会の処理経過は、次のとおりである。 

 

 年   月   日 内         容 

令和４年８月２９日 諮問受理 

令和５年４月２１日 審査（令和５年度第１回審査会第一部会） 

令和５年５月３１日 審査（令和５年度第２回審査会第一部会） 

 


